
東名ジャンクション周辺地区

区画道路の意見交換会

平成28年2月1日(月)・3日（水）・5日（金）・8日（月）・12日（金）

午後7時～午後8時30分

世田谷区 砧総合支所 街づくり課
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○ 開会
○ 説明

１．東名ジャンクション周辺地区における
街づくりの検討状況

２．現在の都市計画等
３．道路ネットワークの配置案
４．道路ネットワークの形成に向けた進め⽅
５．今後の進め⽅

○ 意⾒交換
○ 閉会

●本日の次第●
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１．東名ジャンクション周辺地区
における街づくりの検討状況
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・外環の都市計画変更【平成１９年度】

参考：外環事業周辺地区街づくり等

・外環の事業化【平成２１年度】・「東名ジャンクション周辺地区
街づくりの会」の発足

【平成２２年度】・「東名ジャンクション周辺地区
街づくり方針」の策定

・機能補償道路※(素案)
の説明の会

【平成２４年度】

【平成２５年度】・東名ジャンクション周辺地区街
づくりの進め方に関する説明会

【平成２６年度】 ・上部空間
等利用計画
の検討

・外環の都市計画変更
（地中拡幅部)

・オープンハウス
（機能補償道路※ (案)

の公表）・東名ジャンクション
周辺地区街づくり
検討会
全９回＋まち歩き

１．東名ジャンクション周辺地区における街づくりの検討状況

検討会のとりまとめ
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※スライド25参照

・上部空間
等利用計画
（素案）の
報告会

【平成２７年度】

1-1 これまでの経緯



『東名ジャンクション周辺地区』について

外環の計画線から概ね
200ｍの範囲を対象と
しています。

東名ジャンクション
周辺地区

外環が事業化している
東名⾼速道路から北側
を対象としています。

『街づくり検討会』
で具体的な街づくり
を検討したエリア
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野川野川野川野川や国分寺崖線や国分寺崖線や国分寺崖線や国分寺崖線などの豊かななどの豊かななどの豊かななどの豊かな

自然環境に囲まれ、自然環境に囲まれ、自然環境に囲まれ、自然環境に囲まれ、 

子子子子どもから高齢者どもから高齢者どもから高齢者どもから高齢者までまでまでまで 

誰もが安誰もが安誰もが安誰もが安全・安心に全・安心に全・安心に全・安心に 

暮らせる街づくり暮らせる街づくり暮らせる街づくり暮らせる街づくり 

１．安全・安心の

街づくり 

２．誰もが移動

しやすい街

づくり 

３．生活環境の心地

よい緑豊かな

街づくり 

４．地区の元気を支

える街づくり 

◆街づくりの目標と視点

１．東名ジャンクション周辺地区における街づくりの検討状況
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1-2 東名ジャンクション周辺地区街づくり方針

（平成22年8月策定）



道路ネットワーク、街並みの形成、みどりの３つ
のテーマを主な検討内容として、意⾒をとりまと
めました。
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１．東名ジャンクション周辺地区における街づくりの検討状況

1-3 『街づくり検討会のとりまとめ』
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9

１.東名ジャンクション周辺地区における街づくりの検討状況

1-4 区画道路の意見交換会について
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２．現在の都市計画等
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２．現在の都市計画等

現在の都市計画等

・東名ジャンクション周辺地区は
『土地区画整理事業を施行すべ
き区域（以下「すべき区域」と
いう。）』内であり、土地区画
整理事業による街づくりを目指
す区域です。
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「すべき区域」とは
・「すべき区域」とは、都市計画

法に基づく都市計画の１つで、

昭和４４年に決定しています。

・「すべき区域」内では、土地区

画整理事業により、道路や公園

等の公共施設を整備することと

しています。
『土地区画整理事業を施行すべき区域図』より作成

土地区画整理事業を施行すべき区域



世田谷西部地域地区計画

○世⽥⾕⻄部地域地区計画とは
この地域は、土地区画整理事業

等の面整備事業により良好な市街地
整備を誘導することとしています。

面的整備事業の実施が当分難しい
地区においては、市街地として最低
限必要と考えられる区画道路の整備
の推進等により安全でうるおいのあ
る住宅地の形成を目標とします。

地区内にある区画道路（建築基準
法第42条第1項1号道路）で現況幅
員６ｍ未満の道路は、計画幅員を６
ｍとしています。

東名ジャンクション周辺地区に関係する
『世田谷西部地域地区計画』の位置
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①喜多見地区
②大蔵・喜多見地区
③宇奈根地区
※番号は地図上のものに一致

東名ジャンクション周辺
地区の概ねの位置

・東名ジャンクション周辺地区内の
第1種低層住居専用地域に指定さ
れている区域には、世田谷西部地
域地区計画が定められています。

1 2

3

土地区画整理事業について

○⼟地区画整理事業とは
土地区画整理事業は、道路、

公園、上下水道等の公共施

設が未整備な地域において、

土地所有者等が少しずつ土

地を出し合い（これを一般

的に「減歩」と言いま

す。）、公共施設を整備す

るとともに、交換分合によ

り個々の宅地割を整頓し、

土地利用の増進を図るため

の事業です。

【出典】『土地区画整理事業の仕組み（国土交通省）』
より作成
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市街化が進んでいる場合の土地区画整理事業の課題

・土地区画整理事業は、各地権者の合意形成が必要な事業です。市街化

の進んだ地区では、道路等の公共施設を作り出すための土地があまり

ないため、すでに宅地として使っている土地を提供する必要がありま

す。また、土地や建物の所有者が多いため、建物の移転にかかる補償

費が増大することなど、地区の合意形成や事業費の面から土地区画整

理事業による街づくりを進めることは困難となっています。

15
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『すべき区域』の指定の経緯
・『すべき区域』は、以下の経緯で定められているため、『すべき区域』

の指定を解除するためには、土地区画整理事業により面的に都市基盤を

整備することや、区画道路率等が一定の整備水準に達しており、地区計

画など他の整備手法に置き換えることが求められています。



『すべき区域』における制限

・『すべき区域』においては、下記のような建築制限がかかります。
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『すべき区域』の市街化予想線

○市街化予想線とは
市街化予想線とは、土地区画整

理事業を実施した際に予想され

る幅員６ｍ以上の道路線のこと

です。

東名ジャンクション周辺地区内の市街化予想線の
おおよその位置
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『すべき区域』の課題と対応
『すべき区域』での課題

� 東名ジャンクション周辺地区を含む、世田谷南部で、約590haが『す
べき区域』に指定されています。そのうち、約51.6haについては、土
地区画整理事業を実施しており、一定の成果を上げています。

� しかしその他の約９割におよぶ部分については、事業化に至らないま
ま、市街化が進んだために土地区画整理事業の実施が難しくなってい
ます。

・このため、東京都は「周辺区部における土地区画整理事業を施⾏すべき区
域の市街地整備のためのガイドライン（以下、『ガイドライン』という。
）」を策定し、一定の水準を満たすことで場合により、土地区画整理事業
以外の地区計画などの整備手法で街づくりを進めることができる道筋を示
しました。

●本地区では、土地区画整理事業以外の整備手法で街
づくりを進めていけるよう、新たな地区計画等で既
存の道路を活かしたルールを定めていくことを検討
しています。 19

地区計画とは

○生活に密着した身近な地区を対象とした、その地区の実情にあった街づく

りのルールです。皆様が建物を新築したり建て替えたりするときに、ルー

ルにあわせて建てていくことにより、地区の将来像が実現されていきます。

○道路ネットワークを形成する道路は地区に必要な路線として

地区施設に位置付けます。

地区計画で定めることのできる
ルール（イメージ）
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３．道路ネットワークの配置案
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３．道路ネットワークの配置案

3-1 道路ネットワークの配置案作成について

世田谷区の道路に関する基本的な考え⽅や『街づ
くり検討会のとりまとめ』等を踏まえ、道路ネッ
トワークの配置案を作成しました。

これらの視点を踏まえ道路ネットワークを配置しました。

○世⽥⾕区の道路に関する基本的な考え⽅（せたがや道づくりプラン）
⇒道路の機能に応じた段階構成（概ね250mピッチでの6m道路配置）

⇒防災の観点（避難・消防・救急のための空間確保） など

○『街づくり検討会のとりまとめ』
⇒あり方など

⇒基本的な機能（交通機能、防災機能、空間機能、個別箇所に関すること）

⇒市街地形成（土地区画整理事業に関すること、地区計画に関すること）
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世田谷区の道路に関する基本的な考え方

道路の段階構成について

【出典】『せたがや道づくりプラン』23

道路の段階構成のイメージ
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 大蔵地区地区計画
に基づく道路ネッ
トワーク 

防災の観点
から必要と
される幅員
６ｍ道路の
配置間隔

３．道路ネットワークの配置案

3-2 道路ネットワークの配置案

25※機能補償道路︓外環事業により分断される⽣活道路ついて、今までの機能を補償するための道路です。

※

道路ネットワークの配置案で配置した路線の中で、
道路ネットワーク形成や防災の観点（消防活動困
難区域の解消等）から先⾏して進める路線につい
て案を作成しました。

○現況道路の状況

○都市計画道路の整備の位置づけ

『東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）（案）』

○機能補償道路等との接続

○行き止まり道路の解消

○消防活動困難区域の解消 など

これらの視点をもとに先行して進める路線案を作成しました。

３．道路ネットワークの配置案

3-3 先行して進める路線について
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『東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）（案）』

東名ジャンクション周辺
地区の概ねの位置

第四次事業化計画（案）に
位置付けられた路線
（補助214号線）

※関連する都市計画道路の整備
等の状況にあわせて、変更と
なる場合があります。
例えば、補助125号の整備⾒通
しがたった段階で接続する路
線についても検討を進めます。

３．道路ネットワークの配置案

3-4 先行して進める路線案
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  凡 例 

幹線道路・地区幹線道路 

（幅員 15ｍ～） 

整備済み路線  
拡幅の必要な路線  
新設の必要な路線  
現在事業中の路線  

主要生活道路 

（幅員 10ｍ～13ｍ） 

拡幅の必要な路線  

新設の必要な路線  

地先道路（幅員６ｍ～） 

整備済み路線  
拡幅の必要な路線  
新設の必要な路線  
現在事業中の路線  

外環事業者が整備する路線（機能補償道路※）  

先行して進める路線  

東名ジャンクション周辺地区  

＊世田谷区画街路については、幅員に応じて分類しています。 



４．道路ネットワークの形成に
向けた進め⽅
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沿道の宅地等への影響を検討してまいります。

４．道路ネットワークの形成に向けた進め方

� 道路はどのくらい拡がるのか？
� 今後建替えを行う場合、今と同程度の床面積を確保で

きるのか？
など
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4-1 道路ネットワークを形成する路線の具体的検討



道路拡幅の考え方（各路線の共通事項）
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○現在の道路の中⼼から
両側に３ｍずつとなる
よう拡幅し６ｍ道路と
します。

※開発⾏為等により中⼼から
３ｍ以上拡幅している場合
等は異なる場合があります。

既
存
の
道
路

道路拡幅の考え方（各路線の共通事項）
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○敷地に⾯している道路が幅員４ｍ未満の場合は、建築基準法に
基づき原則４ｍ道路とする必要があります（中⼼から２ｍ）。



４．道路ネットワークの形成に向けた進め方
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隣接する大蔵地区での
事例です

4-2 道路空間確保の方法例

【『 公共の土地 として整備』する場合の例（幅員６ｍ以上）】
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既
存
の
道
路

既
存
の
道
路

公共の土地として取得し、
道路として整備

建築敷地に含めるこ
とができない

整備イメージ

拡幅整備した部分
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【『 公共の土地 として整備』する場合の例（幅員６ｍ以上）】
 

立面イメージ 

将来の街並みイメージ
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◇大蔵地区

【拡幅前】 【拡幅後（事業中）】
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建築シミュレーション例
現在のルールで建築可能な範囲

想定敷地 100 ㎡ 

計画建物  

１階・２階 40.0 ㎡ 

計 80.0 ㎡ 

建ぺい率 40％≦40％ 

容積率 80％≦80％ 

※敷地の形状等により異なります。
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建築シミュレーション例
道路拡幅や地区計画等による建築可能な範囲（大蔵地区を参考に作成）

※敷地の形状等により異なります。

想定敷地 92 ㎡（道路拡幅後） 

計画建物  

１階・２階 45.6 ㎡ 

計 91.2 ㎡ 

建ぺい率 49.6％≦50％ 

容積率 99.1％≦100％ 



５．今後の進め方
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○都市計画道路を除く、拡幅⼜は新設の必要な
路線の沿道の⽅を対象とした説明を⾏います。

○路線沿道の⽅のご意⾒等を伺います。

地区内の道路ネットワークを
含め地区計画など街づくり計
画のたたき台を作成し、意⾒
交換会を⾏います。
地区計画など街づくり計画の素案を作成・公表

地区計画など街づくり計画の案を作成・公表

地区計画など街づくり計画の決定

意見募集等

意見募集等

５．今後の進め方

今後の進め方
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参考資料 すべき区域の解除のための満たすべき主な水準
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※区画道路率について



44

参考資料 用途地域について
〇住宅や商店、⼯場などの施設がふさわしい場所に建設される
よう誘導するための都市計画の制限の１つです。

〇世田谷区では、全１２種類の用途地域のうち、１０種類の用
途地域が定められています。
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東名ジャンクション周辺地区における用途地域指定状況

東名ジャンクション周辺
地区の概ねの位置
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参考資料 建ぺい率について
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参考資料 容積率について
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参考資料 風致地区について
●風致地区は自然的景観を維持するため、都市における風致の勝
れた区域を指定する都市計画法第8条第1項第七号に定める地
域地区です。

●風致地区は、1919年（⼤正8年）の旧都市計画法により制度化
されたもので、都市における良好な自然的景観として認められ
る風致の維持をはかる地区として発足しました。世田谷区内で
は「多摩川風致地区」が昭和8年に指定されています。

●東名ジャンクション周辺
地区では、全域が、風致
地区(第二種)が指定され
ており、道路境界や敷地
境界から、建物の壁面を
定距離後退させる必要が
あります。
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■ご意見・お問合せ先■

世田谷区砧総合支所街づくり課

【所在地】〒157-8501
世田谷区成城六丁目2番1号

【電 話】03-3482-2594
【 F A X 】03-3482-1471
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